
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
多治見商工会議所（法人番号 4200005008329） 
多治見市役所（地方団体コード 212041） 

実施期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日 

目  標 

 当地域は、美濃焼に関わる事業者を中心に事業者数が減少しており、地域全体の活力が

失われつつある。そのため、当所は、伴走型支援に力を入れ、事業者数の減少に歯止めを

きかせる。また、多治見市が積極的に進めている企業誘致や創業支援とも積極的に連携を

し、地域全体で事業者の活力を増進させる。さらには、観光等を通した交流人口の増加を

はかるとともに、事業者との連携も促進させる。 

事業内容 

支 事 の 容Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３３ 域 経 動 調 に す こ域 経 動 調 に す こ．地域の経済動向調査に関すること．地域の経済動向調査に関すること 

「RESAS（地域経済分析システム）」などを活用し地域の経済動向を把握し、自社の

経営課題への気づきに繋がるよう、情報提供を行う。 
４ 要 向 査 関 る と．需要動向調査に関すること 

事業者の商品・サービスに関する需要動向を収集し、それを分析し結果を事業者へフ

ィードバックすることで新たな販路の開拓や新商品の開発に繋げる。 
５ 営 況 分 に す こ．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者に経営分析の必要性に気づいてもらい、経営分析のニーズを掘り起こし、

ニーズの収集から詳細な分析まで段階的に対話と傾聴を繰り返し、伴走型支援を実施

する。 
６６ 業 画 定 援 関 る と業 画 定 援 関 る と．事業計画策定支援に関すること．事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者のあるべき姿の実現に向け、経営理念、経営ビジョンを整理したうえで、

事業計画策定の必要性を理解いただき、事業計画策定に至るまでの支援を実施する。 
７ 業 画 定 の 施 援 関．事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画が着実に実行されるように経営指導員等が事業者ごとの支援策を計

画し、PDCA サイクルが機能するようにフォローアップ支援を行う。 
８ た 需 の 拓 寄 す 事．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会・商談会への出展や企業マッチングへの出展支援、IT を活用した販路開拓支援、

マスメディアの活用支援を行う。 

連絡先 

多治見商工会議所 商工相談所 
〒507-8608 岐阜県多治見市新町 1丁目 23番地 
 TEL:0572-25-5000 FAX:0572-22-6100 E-mail:sodan@tajimi.or.jp 
多治見市 経済部 産業観光課  
〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町２丁目１５番地  
TEL:0572-22-1252 FAX:0572-25-3400 E-mail:sangyokanko@city.tajimi.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

．１．目標 
（（１１１１））地域の現状地域の現状及 課及 課及び課題及び課題 
①現状 
①-1 当．当地域の立地 

   ア．多治見市は地政学的に中部経済圏の重要な位置 
多治見市は、岐阜県の南南東に位置し【図図表１】

東西（名古屋市⇔長野県）、南北（尾張三河⇔中濃地

域）を、鉄道（ＪＲ中央本線、太多線）、中央道（中

山道）、東海環状自動車道（MAG ロード）、国道（19
号線、248 号線）が結ぶ岐阜県東濃地域の交通拠点

である。この立地により、東濃地方の産業・経済・

文化の中心地となると共に、中部経済圏の一翼を担

う重要な位置となっている。 
 

   イ．多治見市近郊は良質な陶土があり製陶業が繁栄 
多治見市近郊は、良質な陶土、また、確かな技法

を基に生み出される美濃焼の産地である。安価で質

のいい陶磁器を生産しつづけ、この地域は、日本陶

業の中心地と言っても過言ではない。土岐郡笠原町

を中心にタイルの生産も盛んであり、生産量は日本

一である。また、名称がタイルに統一されてから 100
周年を迎え、テーブルウェアの美濃焼という存在に、

建材という側面を持たせている。なお、平成 18 年 1
月、多治見市は笠原町を編入し、新多治見市となっ

た。この合併により、多治見市の地場産業の特色が

さらに濃くなった。 
以上の製陶業を中心とした製造業に、交通アクセ

スの利便性の高さから、卸売業・小売業といった業

種も集積している。 
    
   ウ．今後の産業展開 

近年では、トヨタ自動車株式会社（2011 年）、ト

ヨタ紡織株式会社（2011 年）、日本ガイシ株式会社

（2018 年）などの誘致に成功し、美濃焼という地場

産業に加え、産業都市の色合いを強めている。 
また、美濃焼やタイルなどのやきもの産業だけでなく農産品・地酒・うなぎなどの魅力が

ある。多治見市を舞台にした「やくならマグカップも」が 2021 年にアニメ化され、多治見

観光に対する産業観光や聖地巡礼で観光需要が高まっている。今後ますます高まると予想さ

れる観光需要に対して、地場産業である「美濃焼」と「食」・「文化」の魅力を発信し、観光

促進にも力を入れている。 
 
   エ．当所の管轄エリア 

当所の管轄エリアは、旧多治見市である。現多治見市の笠原町は笠原町商工会管轄エリア

となる（図 ２図 ２図表２図表２）。 
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①① ⅡⅡ．．当地域当地域のののの 口口人口人口 
多治見市の人口は、1985 年 97,867 人から 2000 年 115,740 人まで増加傾向にあったが、

2005 年 114,876 人から 2020 年には 106,732 人まで減少し、2020 年の減少率は対前年比 3.3％
となり、今後さらに減少率が増える傾向にある。2020年以降も減り続けて、2045年には 82,884
人になると予想されている。（ ３ 図図表３、図表４） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（図図図表３図表３））    

（ ４図表４）    
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人口減少の要因として、出生率の低下等による自然減、都市部への人口流出による社会減が

あげられる。今後も人口減少が続き 2027 年には 10万人を下回る予想。 
また、生産年齢人口の減少及び高齢化も進行している。年齢区分別人口の増減を図 ５図表５に示

す。生産年齢人口、年少人口の減少とは反し、高齢人口が増えている。これは、地域経済や雇

用に悪影響を及ぼし、生活の利便性が低下し、更に人口減少を加速させる可能性がある。 
人口の流出を抑え、若年層の流入を如何に確保するかが重要な課題となっている。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（（図表５図表５））    
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① Ⅳ. 特管内の業種別特徴 

表図表８によると、多治見市の総生産額は、令和 2 年ベースで見ると第 2次産業が 21%、第

3次産業が 78%を占める構造となっている。中でも製造業、卸売・小売業、不動産業、保健衛

生・社会事業の割合が高い。総生産量については微減ではあるが横ばい傾向にあり、事業構成

比は多少の増減があるが、平成 18 年から令和 2 年までほぼ同様の構成比である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
多治見市は、近郊で良質な陶土が産出されることを背景に、市之倉、高田、滝呂地区を中

心とする陶磁器製造業が発展し、また、利便性の高い交通網から多治見市、土岐市、瑞浪市

で生産される陶磁器を扱う卸売業・小売業が繁栄してきた。前項① Ⅲのア、イのとおり、

製造業、卸売業・小売業の事業者数が他の業種よりも多く多治見市の基盤産業と言える。 
図表８図表８のとおり、製造業、卸売業・小売業の生産額及びその構成割合は平成 18 年から令和

2 年にかけて多少の増減はあるが同程度の値で推移している。地域の基盤産業である製造業、

卸売業・小売業の活性化が地域経済に与える影響は大きい。以下に同業種の出荷額、販売額

推移を記載する。 
 

 

出展：県統計課 「市町村民経済計算結果」  
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① Ⅴ. 計多治見市総合計画 
   第 8次多治見市総合計画（令和 6 年度から令和 13 年度までの 8 年間）では、人口減少におい

ても、持続可能で元気なまちの実現に向け、様々な課題を克服する原動力として多治見らしさ

を高め、中心市街地と郊外団地、地場産業と新規産業など相対するものを調和し発展すること 

を目標にまちづくりを行うとしている。特に産業関連では、地場産業支援、企業誘致、創業支

援、観光誘客、農業振興などにより、地域を活性化していくとしている。これらにより、交流

人口の増加が期待され、地域の経済効果への波及にも期待される。図表 13 に、多治見市の観

光入り込み客数を掲載する。 
 

図表 13：多治見市における観光入り込み客数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （出典：多治見市中心市街地活性化基本計画（平成 29 年度～令和 4 年度）から抜粋） 
 

多治見市の観光客数 は、図表 13 に示されたとおり、平成 29 年 147万人から令和 1 年 133
万人と推移し、平成 29 年の観光客数が多いのは 3 年周期で行われる国際陶磁器フェスティバ

単位（人） 
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ル美濃の開催年であることに起因する。令和 2 年は新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
りイベントが中止になり、観光地への観光客が減少し、大幅減となった。令和 4年 82万人の
観光客があり回復の兆しがみられる。コロナ以前までは約 130 万人程度の集客が毎年見込め
る地域である。 
新型コロナウイルス感染症の前の観光客数は年間約 130 万人に上る人が、多治見市で観光
をしている。そのため観光という要素を核にした、宿泊・飲食サービス業の活性化策も講じて

いくべきである。 
前述のとおり、宿泊業・飲食サービス業の事業者数は、当所管内の商工業者では、平成 24
年 529事業者、平成 28年 515事業者で減少傾向、そのうち小規模事業者では、平成 24年 349
事業者、平成 28年 342事業者と両者とも減少傾向にある。生産額からも平成 27年 8,008百
万円であった生産額が、令和 2年では 5,811百万円（年率平均：約 5.5%減）と縮小傾向にあ
ることが分かる。 
一方で、宿泊業・飲食サービス業の事業者数の構成割合は高く、全体の一割強を占めており、

他業種と比較しても、大きなウエイトを占めている。宿泊業・飲食サービス業の生産額は令和

2年 5,811百万円で総生産額 327,813百万円の 2%弱ではあるが、観光振興において地域に重
要な産業といえる。 

 
② 課題 
地域の主要産業は、美濃焼を中心とした製造業、卸売業・小売業が多いが近年、国内需要の低

迷や、廉価な海外製品の流入により産業規模が縮小しており、廃業をする事業者が多くなってい

る。特に小規模事業者の減少が著しく、事業主の高齢化、後継者不足及び窯業原料の確保難が事

業者数の減少に拍車をかけている。 
また、多治見市の人口が、自然減、社会減により減少している。これにより地域の消費力の低

下や事業者の人材の採用難、後継者不足といった影響が生じている。若年層の市外への流出を背

景とする社会減は、地域の産業競争力の低下が要因としても考えられ、社会減を抑制し、より魅

力ある地域にするためにも、地域の産業を活性化させていく必要がある。 
そこで、小規模事業者の経営サポートが必要である。多治見市の小規模事業者数は、商工業者

全体の約 7割を占める。小規模事業者は、産業の担い手、雇用の受け皿として果たす役割は大き
いが、経営基盤が脆く、経営状況の悪化だけでなく経営者及び従業員の高齢化や後継者の不在等

の要因により自然減少する可能性がある。 
一方で、当地域には多治見市が取り組む観光行政により、新型コロナウイルス感染症など特別

な影響がなければ年間約 130 万人の観光入込客数を見込むことができる観光資源がある。この

状況を活かし、地域の事業者の経営の活力に資する取り組みを積極的に行う必要があり、現在、

様々なイベント等の取り組みを行っているが、そこまでの効果が現れていない。 
今後は、人口減、地場産業の規模縮小といった課題から、商工業者、特に小規模事業者は今後

ますます減少していくものと考えられるため、小規模事業者の外部環境の変化を確実に見極め、

当所が中心となり、地域全体で早期の対策を実施していくべきである。 
 
２ 者 対 る 期 の り（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 
①①10 程 据程 据年程度の期間を見据え年程度の期間を見据えてててて     
多治見市の地域経済を支えている小規模事業者が、継続的に発展していくことが地域振興に

おいて大変重要である。小規模事業者が継続的に発展するために、今後 10年間のその目指す

べき姿は、自社の「強み」に気づき、その「強み」を活かし、高い付加価値を生み出せる事業

者が増えていくことである。 
そのために、個々の事業者の支援として、伴走型支援の強化及び質の向上、事業者ニーズの

高いセミナーの開催、高度な相談内容に向けて専門家や他支援機関等と連携し、多面的な視点

で事業者の支援を行う必要がある。これにより、経営者の自己変革力を高め、柔軟な発想力で

新たな挑戦を図る企業を発掘・育成し、事業者と共に成長する好循環伴走支援を目指す。 
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また、地域としての魅力を高める支援も行っていく。美濃焼の製造業者や商社が集積する地

域などその地域が持つ魅力を域外に発信させ、交流人口を増加させ域内における消費力を向上

させる。 
さらには、事業者数の減少は地域経済に悪循環を生むため、事業者の減少に歯止めをきかせ

る。そのため、製造業、卸売業・小売業など各業界のトレンドを把握した上で、経営環境が変

化しても、各業界が目指すべき方向性をしっかりと把握し、事業を継続させられる経営基盤を

作れるよう支援をする。また、事業者の減少に歯止めをきかせるためにも、市役所、他支援機

関等と連携をして、質の高い創業支援に積極的に取り組む。 
これらにより、地場産業に携わる事業者と、新しく創業をする事業者と、また、市が積極的

に取り組んでいる企業誘致による誘致企業とをうまく連携させて、個々の支援だけでなく地域

全体で小規模事業者が活気を持ち続けられるような効果を発揮させていく。 
 
② 合 画 の 動 性多治見市総合計画との連動性・整合性 

第 8次多治見市総合計画（令和 6年度から令和 13年度までの 8年間）では、人口減少にお
いても、持続可能で元気なまちの実現に向け、様々な課題を克服する原動力として多治見らし

さを高め、中心市街地と郊外団地、地場産業と新規産業など相対するものを調和し発展するこ

とを目標にまちづくりを行うとしている。中でも、産業振興の軸として、地場産業支援、企業

誘致、創業支援、観光誘客、農業振興など様々な取り組みにより、多治見らしさを育み市民が

誇れる魅力に満ちたまちを目指す。その具体的施策として、人財の確保・定着に関する支援や、

陶磁器、タイルの地場産業の魅力や競争力を高める支援、企業誘致の推進、さらには、美濃の

魅力・文化を生かした外国人観光客の誘客など、まちを活性化する取組を行うこととしてい

る。 
小規模事業者の多くは、美濃焼等の地場産業に関連する事業者で、その小規模事業者の活力

増強を支援するとともに、事業者と連携促進を図ることを目指す当所のビジョンは、第 8次多
治見市総合計画とも整合性がとれ、連動している。 
 

③③ し の 割し の 割商工会議所としての役割商工会議所としての役割 
当所は昭和 21 年 10 月創立以来、地域の総合経済団体として、地域の活性化、産業振興、

中小企業支援などの役割を担ってきた。2017 年から多治見商工会議所ビジョンステートメン

トを掲げ 2023年には「私たち多治見商工会議所は、 を み経済活力を生み出す牽引役として、経営

者が持つ“自己変革力”を高め、 経 の 心 な な え 成 力 出地域経済の中心的な担い手となりえる成長力ある企業を創出

します。また、地域の資源や知見を活かし、スピード感をもって地域課題に取り組むことで、

持 る 力 る 域 先持続的に発展する活力ある地域づくりを先導してまいります。」を新しく掲げました。中小企

業・小規模事業者の課題に寄り添ったビジョンステートメントを設定し、課題解決に向けて事

業者と共に目標を定め伴走型支援に取り組む。以下に主な取り組みをあげる。 
 

③ Ⅰ.事業者の 少 若 層 る り み減少や若年層の流出に対する取り組み 
当所では商工業者数の減少問題に対する取り組みとして「新規創業」「事業承継」への支援

事業に取り組んできた。新規創業者支援のため創業塾の開催や個別相談会を実施しているほ

か、既存事業者の巡回指導、窓口相談として、毎年 1,800件を目標に相談を受けている（令和

4 年度実績 1,550 件）。また、創業計画書の策定支援や開業資金調達方法、補助金・助成金活

用等の支援、事業承継に関しても相談、指導を行ってきた。若年層の人口流出抑止ついて行政

と連携を図り、取組みについて協議を重ね、雇用を確保するための手段として就職合同説明会

の開催を行ってきた。また、ビジネスマッチング・展示会出展支援等による、企業取引機会の

創出、さらにはセミナーの開催等による雇用人材の育成、確保の取組を行っている。 
 
③ Ⅱ.事事業者 営 質 善 組の経営体質改善に関する取り組み 
当所では事業者の経営体質改善のため巡回相談を実施し、金融、税務、労働等の様々な経営
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課題解決のための相談支援を行ってきた。より専門性の高い経営課題に対しては、当所が連携

する外部専門家(中小企業診断士、弁護士、税理士、社会保険労務士等)から助言を得ながら支

援している。また、国、県、市の補助金等の情報をホームページや会報誌で発信し、活用に関

しての相談窓口を設置しており、事業者が効果的に補助金を活用し、経営力強化や新技術創出

を図る取り組みを支援している。 
 
➂ Ⅲ. 係関係人口 出の創出・ 人 の交流人口の拡大に資する取り組み 
地域への関心や地域との関わりを深める中で築いた地域との縁（関係）が地方移住を決める

きっかけとなることが多いことから、市外地から地域と多様に関わる人の創出・拡大促進に向

けて、地域産業・観光の魅力発信や、居住環境の整備、雇用環境の整備が必要である。関係人

口は、その地域の担い手として活躍することにとどまらず、地域との交流がイノベーションや

新たな価値を生み、地域活性化につながるほか、将来的な移住者の増加にもつながることが期

待される。市外から地域に関わる人が増加することで、新たな視点で地域の魅力を発見する機

会となり、その魅力を発信することで観光を目的に地域に来る交流人口の増加につながること

も期待できる。特に、当所では「地域産業の商品・サービスの魅力向上」や「中小事業者の雇

用確保」について事業者の課題を汲み取り必要な支援を行ってきた。これらの取組みと中小事

業者に対する個別の経営支援により、地域の魅力を高め、地域に関わる人の事業支援に関わる

取り組みを行っている。 
 
（３３） 援 業 目経営発達支援事業の目標 

地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、当所の経営発達事業の目標（5年）
を 5つ設定する。 

 
目標１ 後押しし、事業者の新たな挑戦を傾聴と対話を通じ後押しし、事業者の持続的発展を推進。 

      
目標２目標２ 傾聴を通じて、 経営力の強 地域全体対話と傾聴を通じて、小規模事業者の経営力の強化を図ると共に、地域全体での持続

組みへ繋げ的発展の取り組みへ繋げる。 
      
目標３ 維持創業支援により地域の小規模事業者数を維持・・拡大させ拡大させ、地域産業の活性化を推進。 

 
目標４ 出する。企業誘致と市内の事業者の相乗効果を創出する。 

  
目標５ 観光資源の魅力 いづくりを推を活かし、地域のにぎわいづくりを推進。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
 
． 事 の 施 間 達 方２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方法 
１（１） 援 業 実 期経営発達支援事業の実施期間 
（令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日）5年間 
 

２ に け 方（２）目標の達成に向けた方針 
 
目標１ 後事業者の新たな挑戦を傾聴と対話を通じ後押押しし、事業しし、事業者の持続的発展を推進。 

        【方針】 
第 8 次多治見市総合計画にも位置づけられているとおり、美濃焼は他市との差別化を図

る重要な要素となっている。また、美濃焼に携わる事業者が多いため、当商工会議所として

も支援の必要性を強く感じている。しかし、海外からの廉価品や消費者の消費動向の変化に

より、難しい局面に立たされている事業者が多い。事業者が持続的に発展するためには、自

身の事業を見直し課題設定をした上で自社の強み・弱みを認識し、市場を的確に捉え、柔軟

な発想で常に挑戦することが求められる。事業者の新たな挑戦を対話と傾聴を通じ後押し、

事業者の挑戦する力を引き出し実現性や、高い効果が期待できる取り組みに発展することが

事業者の持続的発展に繋がると考えている。 
また、事業承継が進んでいかない中で廃業していく事業者が増えている。特に規模の小さ

い個人事業所は事業を継続する意思がない事業主も少なくない。主な理由として「経営が厳

しい、先行きが不透明」、「後継者がいない」などの声が聞かれる。業績が低迷している企業

は廃業を選択せざるおえない場合が高いが、後継者がいないため廃業する場合は、適切な後

継者がいれば事業が引き継がれる可能性が高まるため、事業承継対策を行う必要がある。 
 

【目標数値】 

・美濃焼に携わる製造業、卸売業・小売業の小規模事業者のうち、経営の革新的な取組（ビ

ジネス転換・モデル再構築等）を、経営発達支援事業の実施から 5 年の間で事業者数の
3％程度発生させる。 

・事業承継アンケートを行い、集計結果から「後継者がいない」ことを理由に廃業を検討し

ている事業者をターゲットに事業承継支援を行う。「後継者がいないこと」を理由に廃業

する事業者は、事業者全体の約 2割程度（中小企業白書からの全国統計）を見込む。 
◇廃業予定事業者数の把握 
事業承継アンケート・・・実施：令和 5年 10月、対象：すべての市内事業者 

    ◇事業承継支援候補先の抽出 
     事業承継先：約 800社（見込み） 
     事業引継ぎ支援センター、専門家と連携し承継支援を行う。 

 
目標２目標２ 傾聴を通じて、対話と傾聴を通じて、 営力の強化 地域全体小規模事業者の経営力の強化を図ると共に、地域全体での持続

組みへ繋げ組みへ繋げ的発展の取り組みへ繋げる。的発展の取り組みへ繋げる。 

        【方針】 
     当地域には多種多様な業種が存在し、美濃焼関連業者だけでなく、農業、医療・福祉、不

動産業など多くの事業者がある。業種問わず小規模事業者全般の経営を支援し、地域全体の

生産性を向上させるためにも、事業計画に沿って事業を実施させる必要がある。事業計画作

成から、その実行まで支援を実施し、事業の実行は事業者と具体的な目標や方法を定め、定

めた目標達成に対する評価・改善を事業者と繰り返し行い、事業者自身で PDCA サイクル
を自走できるまで支援を実施していく。PDCA サイクルを自ら回すことができる事業者を
増やすことで、客観的に事業を捉え、自発的に改善に取り組む事業者が増加し、その個々で

行う取り組みは自立的な経営力強化にとどまらず、地域全体の持続的発展にも繋がると考え
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ている。 
【目標数値】 
・当所の支援のもと、事業計画の策定、実施をすることで、経営発達支援事業の実施から 5
年の間で、管内の小規模事業者の 3％程度が自社の経営の現状を分析し、経営力を強化で

きるようにする。 
 
目標３ 維持創業支援により地域の小規模事業者数を維持・・拡大させ拡大させ、地域産業の活性化を推進。 

        【方針】 
セミナーの開催や相談により創業支援についても力を入れる。現在、当所も含めて、地域

において各機関が個々で行っている創業支援の一本化を検討する。一本化することで、効率

化、集中化を図り、各セクターの強みを活かした多治見独自の創業支援体制の強化を行う。

また、多治見市内に定着し続けてもらえるよう、創業支援を受けて創業をした者のコミュニ

ティを作り、定期的に情報交換を行えるような仕組みを作っていく。 
 

【目標数値】 

・年間 10者の創業支援を行い、5年後に累計 50者の創業者を輩出する。 
 

目標４ 出する。企業誘致と市内の事業者の相乗効果を創出する。 

        【方針】 
多治見市が行う企業誘致と、市内の小規模事業者のマッチングを強化し、仕事の受発注に

繋げるなど、企業誘致による相乗効果を創出していく。手法としては、現在、多治見市が中

心となって開催しているビジネスマッチング等を活用し、市内外の大手企業と市内の小規模

事業者の交流を強化させる。 
 

【目標数値】 

・ビジネスマッチング等により、経営発達支援事業の実施から 5 年の間で小規模事業者の
新たな取引件数が累計 100件程度成立するようにする。 

 
目標５ 観光資源の魅力 いづくりを推を活かし、地域のにぎわいづくりを推進。 

        【方針】 
事業者の伴走型支援とともに、ものづくりの現場を観光資源として生かす取り組みである

産業観光の推進をはかり観光人口を増加させ、地域経済の好循環を生み出す。 
現在実施をしているイベントを効果的に活用し、陶磁器の窯元などのものづくりを担う事

業者が集まる地域の歴史・文化や魅力をもう一度見直し、域外の方々や外国人観光客に魅力

を伝える取り組みを強化する。また、美濃焼関連の商社が集積する地域についても併せて域

外にその魅力を発信させる。さらには、美濃焼に関わる事業者だけでなく、宿泊・飲食サー

ビス業の事業者や地域で高い技術やアイデアを持っている事業者と連携し、各種イベントの

魅力度を向上させる。 
 

【目標数値】 

・令和 2年の観光入込客数をベースに令和 10年度の計画終了時には観光入込客数を 3％増

加させる。 
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各事業者がその経済循環に沿うのか、域内に消費場所がない（競合

が少ない）として域内を商圏とするのか、など判断をできるような

資料とする。 
〇まちづくりマップ・From-to分析（人の動き等を分析） 
人の動きを、平日・休日や時間帯別、流入元・流出先の観点で理解

することを目的に分析を行う。より適切な商圏・販路・広報手段な

どの判断を行うための資料とする。 
〇産業構造マップ（産業の現状及び、地域経済の稼ぐ力の把握） 
 地域の各業種がどの程度の生産性を保有している把握し、事業者の

商圏や事業領域の検討ができるような資料とする。 
活用方法 ◇多治見市内の企業を取り巻く環境を定量的に把握し、伴走型支援の参

考に資する。 

◇地域内のヒト、モノ、カネの循環を把握し地域の実情を調査し、ホー

ムページ、会報等で広く周知する。 

 

② 析景気動向分析（独 調 票 た 規 事 者 動 調独自調査票を活用した小規模事業者への地域経済動向調査））    

多治見市内の小規模事業者を対象に、主に事業者の内部環境を把握するため、当所独自の地域

経済動向に関するアンケート調査を実施する。調査内容は回答しやすい内容や方法で行い、短時

間で回答できるものとする。調査方法は Google フォームを作成し、メール回答、巡回、窓口相

談の時にアンケート調査を実施する。 

回収した調査票は、集計・分析した結果を分かりやすく整理し HPで公表する。 

調査対象 管内小規模事業者 
※随時、調査先は増やしていく。（2023年 10 月現在依頼先：223社） 

調査項目 ◇主に事業者の内部環境の状況を以下のとおりヒヤリングするものとする。 

〇事業概要（業種など） 
〇事業景況（売上、仕入、利益、業況、採算、資金繰りなど） 
〇経営資源（雇用、設備投資など） 
〇経営課題（自由記入） 

調査手法    ◇Google フォームを利用して、調査依頼を行う。並行して巡回、窓口相談時に

も回収を行う。 

◇4回／年実施する。    

活用方法 ◇多治見市管内の事業者の雇用や景気の状況の実態を把握し、市等への政策提

言に活用する。 

◇業種別の分析結果を小規模事業者の経営分析や事業計画策定に活かす。 

◇事業者の業種に対応した経営指導やセミナーの企画に活かす。 

◇会報、ホームページ等で広く周知する。 

 
（４４ 体 成 の 用）事業内容全体の成果の活用    

分析を行った結果は、図やグラフ等を用い見やすい形に整理し、会報誌やホームページで公開

する。また、巡回、窓口相談の際に事業者に情報を提供し、経済動向データを通じ同地域の他産

業との関わりを持つ機会を提供する。分析したデータは、自社の経営指標との比較や事業計画の

策定などに活かしていく。    

 

４． に す こ．需要動向調査に関すること    

１１（１）現状と課題（１）現状と課題 
〔〔現状〕 
これまでは、巡回、窓口相談や補助金申請の際に、問い合わせのあった一部の事業者に対して、
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分析結果の活用 ◇調査結果を基に商品改良やサービス向上をはかり、さらに良い商品・サー

ビスを目指す。 

◇事業者が「プロダクトアウト」から「マーケットイン」の考え方にシフト

するきっかけとする。 

◇今後の広告やキャンペーンなどのプロモーション戦略を策定する際の基本

情報とする。 

◇分析結果は事業者に還元し、事業計画の実施に役立てる。 

 
② 査商品ニーズ調査 多 見 内 ト 活 し（多治見市内のイベントを活用したア ケアンケ ト調査）） 
現在、多治見市内で開催されるたじみ陶器まつり

※1
、秋のたじみ陶器まつり

※2
には、域内外か

ら来場者が訪れている。この事象を地域の商品開発や顧客ニーズへの反映に活かすため、2つの
イベントとタイアップし、地域事業者の既存製品、新製品に対してのモニタリング調査を実施す

る。この調査についても、アンケートを作成し、来場者に対してテストマーケティングを実施す

る。 
   ※１「たじみ陶器まつり」･･･4月開催、コロナ以前の来場者数 150,000人程度。多治見中の

陶器商が、中心市街地を中心にずらりと軒を連ね、美濃焼を大特価で販売する春の一大イ

ベント。 
   ※２「秋のたじみ陶器まつり」(旧)たじみ茶碗まつり･･･10 月開催、コロナ以前の来場者数

200,000人程度。多治見の陶器商社が集まる美濃焼卸センターの大通りにテントを並べ、

陶器商が自慢の美濃焼をお値打ちに販売。市価の３～５割引でお得に美濃焼が手に入る。

グルメコーナーも充実している。 
サンプル数 ① たじみ陶器まつり   一般の来場者 300名 

② 秋のたじみ陶器まつり 一般の来場者 300名 
調査手段・手法 
 

①、②共通 
両イベントとも、美濃焼関連の卸売業・小売業を中心とするイベント。事前

に商品やサービス等のニーズを把握するため、調査票（アンケート）を事業

者（美濃焼関連の製造業・売業・小売業）と協議し作成する。ニーズ調査は、

当所の職員が来場者に対し、ヒヤリングを行い実施する。 

分析手段・手法 調査結果は外部専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を行う。 
情報収集、整理、分

析を行う項目 
①、②共通 
◇一般消費者が購入時に重視する項目や、商品嗜好について調査する。具体

的には、以下の項目を聞き取る。 

・回答者の属性に関すること 
性別、年代、お住まい、予算、来場理由など 
・商品、サービスに関すること 
価格帯、商品数、デザイン、色合い、品質、用途など 

分析結果の活用 ①、②共通 

◇調査結果を基に商品改善や新商品開発を行い、売上の増加と利益の確保を

目指す。 

◇事業者が「プロダクトアウト」から「マーケットイン」の考え方にシフト

するきっかけとする。 

◇今後の広告やキャンペーンなどのプロモーション戦略を策定する際の基

本情報とする。 

◇分析結果は事業者に還元し、事業計画の実施に役立てる。 

    

５． 析 関 る と．経営状況の分析に関すること    

    

１１（１）現状と課題（１）現状と課題    
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く地域内の小規模事業者に周知を行う。 

活用方法 ◇経営分析の必要性を参加者に理解してもらう。 

◇現状把握を行うことにより、問題意識を持たせる。 

◇経営分析セミナーの参加者のフォローを通して次のステップである「経営

指導員等による簡易な分析」につなげる。 

    

② 内経営分析の内容 
経営分析セミナーの参加者を対象に巡回や窓口相談を実施し、経営状況分析への具体的なプロ

セスを進めることを勧奨する。経営指導員等が経営分析を行う。 
ヒヤリングで現状把握を行い、課題・問題の抽出～課題の設定～実行まで事業者と行う。分析

については決算書や試算表の分析や、ビジネスフレームによる分析を行う。 
対象者 経営分析セミナーの参加者 
分析項目 ◇ヒヤリングにより以下の項目を調査する。 

〇自社の取引関係について、詳細な聞取りを行い明文化する。 
〇3C分析、SWOT分析等を行い、現状を定性的に把握し、その課題

となる原因を想定する。 
〇財務分析を行い、現状を定量的に把握し、その原因を想定する。 

分析手段・手法 ◇経営指導員等が経営分析セミナーの参加者名簿を基に巡回、窓口相談

時にヒヤリングを行う。 

◇ヒヤリングシートを事前に作成しておき、ヒヤリングレベルの均一化

をはかる。 

◇経済産業省の「ローカルベンチマーク」や（独）中小企業基盤整備機

構が提供する「経営自己診断システム」を活用し、定量把握として財

務分析データを作成する。 

◇（一財）金融財政事情研究会が発刊する「業種別審査事典」を活用し、

ビジネスモデルの把握や自社を取り巻く環境の把握に役立てる。 

活用方法 ◇事業者の経営状況の基礎資料とする。 

◇分析結果を事業者に提供し、事業計画策定に向けた基礎資料とする。 

◇専門的な経営分析が必要な場合には、外部専門家（税理士、中小企業

診断士、社会保険労務士、弁護士等）と協力し、適切な経営問題の把

握を目指す。 

 
（４４ 体 成 の 用）事業内容全体の成果の活用方針 

セミナーに参加した事業者を対象にヒヤリングし、事業者の現状の把握を行い、課題の抽出や

経営分析を実行していく。実行性の高い事業計画を実施する事業者に対しては、伴走型支援の体

制を整えて具体的な支援を実施する。分析結果は、多面的に自社の経営課題を把握する一助とな

るよう、事業者にフィードバックする。また、経営指導員による分析の結果は、次のプロセスで

ある事業計画策定支援を行うための基礎資料とする。 
 

６６． 支 に す こ． 支 に す こ．事業計画策定支援に関すること．事業計画策定支援に関すること 
 
１（１）現状と課題 
〔〔現状〕 
経営環境の変化に柔軟に対応するために、売上予測や生産調整などの計画（見通し）や、災害・

サプライチェーンの倒産など不測の事態への対応を考慮した事業計画を策定し、強い経営基盤

や組織体制を構築することが経営者に求められる。しかしながら、特に小規模事業者の多くは目

の前の仕事を優先し、優先度事項として低く、取り組みの必要性についても認識が薄い状況にあ
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② 定 ミ ー事業計画策定セミナー の等の開催 
経営分析を実施した小規模事業者を対象に「事業計画策定セミナー」等を実施する。経営分析

が終わった者に対して、一般的な事業計画の策定方法をセミナーで伝える。事業者自身でも事業

計画を策定できるようにハードルを下げることが狙い。 
対象者 ◇経営指導員による詳細な分析を受けた者 

◇創業予定者 

（創業予定者は事業計画策定の勉強をしてもらうのみで、当計画の事業計画

策定の対象とはしない。） 

目的 ◇経営分析が終わった事業者に対して、事業者自身の事業計画策定に関する

意識の向上をはかる。 

◇事業者の事業計画策定作業へのハードルを下げる。 

セミナーの内容 ◇以下の内容を踏まえたセミナーを開催する。 

〇経営分析により把握した自社の問題点の確認 
〇「地域の経済動向調査」「需要動向調査」の結果の活用による自社のあ

るべき姿の明確化 
〇現状とあるべき姿のギャップの明確化 
〇ギャップを解消する方法（経営課題）の明確化 
〇経営課題解決策の立案 
〇課題解決策の進捗を把握する指標の選定 
〇PDCAサイクルのスケジュールおよび頻度の決定 
〇創業時、事業承継時における重要ポイント 

 
③③ に る め やに る め や個別相談会によるきめ細やかな支援個別相談会によるきめ細やかな支援 
個別相談会は、原則、DXセミナー及び、事業計画策定セミナー等の参加者向けに開催する。

DXの取組に意欲の高く計画が具体的な者または、事業計画に関する相談を個別に希望する者に

対して助言・指導を提供する機会とする。経営指導員だけでなく、適宜外部専門家を活用し実施

をする。セミナーでは画一的な話になることが一般的であるが、事業者の状況はそれぞれで異な

るため、その事業者の状況に臨機応変に対応し、事業者個々の事業計画策定の動機付けを行うこ

とが目的である。 
対象者 原則、DXセミナー及び、事業計画策定セミナー等の参加者 

※上記セミナー参加者であっても創業予定者は除く 
目的 ◇DXに向けてツール導入の検討など 

◇事業計画策定作業への推進力の醸成 
内容 ◇事業者自身が抱える悩みを個別相談にて解決する。 

◇導入に向けて事業者にあったツール導入についてアドバイスを行う。 

◇事業者自身で策定した事業計画への具体的なアドバイスを提供する。 

◇個別相談の相談者への対応は、経営指導員が中心となり行うが、適宜外部専

門家を活用する。 

 
④ に る 業 画経営指導員による事業計画策定支援 
個別相談会の参加者に対して経営指導員が担当制で張り付き、適宜外部専門家を交えながら、

「地域の経済動向調査」、「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ確実に事業計

画の策定につなげていく。 
対象者 個別相談会に参加した事業者 
目的 事業計画策定の確実な実施 
手段・手法 ◇計画策定に向けた、基本支援について 

〇個別相談会の参加者に対して経営指導員が担当制で巡回、窓口相談によ
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 うち、毎月実施 4者 
48回 

4者 
48回 

4者 
48回 

4者 
48回 

4者 
48回 

4者 
48回 

 うち、4回/年実施 23者 
92回 

23者 
92回 

23者 
92回 

23者 
92回 

23者 
92回 

23者 
92回 

 うち、2回/年実施 13者 
26回 

13者 
26回 

13者 
26回 

13者 
26回 

13者 
26回 

13者 
26回 

売上増加事業者数  13者 13者 13者 15者 15者 
利益率 5％以上増加の事業者数  13者 13者 13者 15者 15者 
報告会参加事業者数 4者 4者 5者 5者 6者 6者 
 
（（４４４４）事業内容）事業内容 

に る ォ ー①経営指導員によるフォローアップ 
事業計画を策定したすべての事業者に対して担当経営指導員が事業者の状況に応じて、毎月、

年 4回、年 2回の頻度に分けフォローアップを進める。巡回、窓口相談等により対面形式で現状

把握や進捗状況の確認をするとともに、課題の解決に向けてアドバイスを行う。 
なお、計画の進捗状況が思わしくない場合は、現状の問題点の再定義と、あるべき姿に向けた

経営課題および解決策の再定義を検討し、事業計画の修正をはかる。 
経営指導員で解消が困難な課題の場合は、外部専門家と連携し、課題および解決策を適切に定

義し、より高度な支援により解決を目指す。 
対象 事業計画策定者 
目的 事業計画の着実な遂行のため 
支援内容及び頻度 ◇定期的な巡回、窓口相談にて対面で事業計画の進捗状況を確認する。 

◇雇用人材の確保、育成、生産コストの削減や高度な市場動向分析、M&A を

伴う事業承継や高度な金融支援を要する場合には、適宜、外部専門家や他

の支援機関を活用し、円滑な事業実施を支援する。 

◇進捗状況の把握とともに、各種支援施策の情報を提供する。 

◇フォローアップの頻度は、事業者の状況に鑑み、以下のとおり 月毎月、44 回

／年、22 年回／年に分け実施する。 

〇毎月 1回 
事業計画策定後事業実施に不安を抱える事業者や進捗状況が芳しくな

い事業者が対象。円滑な事業計画が遂行できるようになるまでフォロー

アップを行う。 
〇年 4回 
事業計画の進捗が順調な事業者が対象。 
〇年 2回 
事業計画の進捗が順調で事業者自身で PDCA サイクルを回せる場合に

は年 2回程度の頻度とする。 
■ただし、以下のような場合には、フォローアップの回数を臨機応変に変え

対応するものとする。 
◇経営の革新的な取組（ビジネス転換・モデル再構築）である場合について 

計画の実行当初は、新商品・サービスの開発や販路開拓等、支援を要する

場合が多い。そのため、状況に応じて支援頻度を上げるなど綿密な支援を

行い、適宜専門家の知見も取り入れるよう心掛ける。 
◇事業承継を伴う場合について 

株式の譲渡等諸手続きや税制の活用の支援では、事業者と対話を重ね緻密
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成約件数／社 2件 2件 2件 2件 2件 2件 
②ビジネスマッチング 
出展事業者数（発注企業） 10者 10者 10者 10者 10者 10者 
商談件数／社  10件 10件 10件 10件 10件 
成約件数／社 2件 2件 2件 2件 2件 2件 

③ITツール導入 
事業者数 3者 3者 3者 3者 3者 3者 
売上額／社 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

④掲載事業者数 4者 4者 4者 4者 4者 4者 
掲載件数  5件 5件 5件 5件 5件 
成約件数 3件 3件 3件 3件 3件 3件 

 
（４４）事業内容 
① 展 援① 展 援①展示会への出展支援①展示会への出展支援（（B to B 目目目的の支援）目的の支援） 
当所が展示会ブースを借り上げ、事業者の出展を支援する。地域の小規模事業者が扱う商品の

魅力が、近郊地域にはあまり浸透しない場合でも、首都圏をはじめ他の地域から見た場合にその

魅力が非常に高く評価されことがある。ただ、地域の小規模事業者が自力で各地に販路開拓を行

うことは、経営資源の脆弱性から難しく、また、このような展示会は当所単独での開催は困難で

あるため、開催される展示会への出展を支援する。 
当支援は、事業計画を策定した事業者に対し、販路拡大や認知度の向上、商品やサービスのブ

ラッシュアップに繋げる場を提供することが目的である。支援の効果を高めるために、単なる出

展料補助ではなく、効果を高める出展ブース造作、来場者のブースへの呼込み方法、展示会後の

来場者へのフォロー方法等を展示会出展前に指導する。 
 

 【メッセナゴヤ】 
製 ・ 売製造業、卸売業・小売業のの 業事業者を対象とした支援 
様々な業種、業態の事業者の出展があり、ビジネス拡大支援と異業種交流が行えるメッセナゴ

ヤ
※1
への出展を支援する。自社の商品の魅力と、多治見地域の魅力を発信してもらい、新たな

需要の開拓につなげる。 
※1「メッセナゴヤ」･･･2006年にスタートした、日本最大級の異業種交流展示会。 
【2022年度実績】来場者数：41,445人 

 
 【東京インターナショナルギフトショー】 

美美濃焼や雑貨等を う 業を扱う事業者（ 業（製造業、卸売業・小売業）をを対象とした支援 
ギフトを国内はもとより世界にPRできる東京インターナショナルギフトショー

※2
への出展を

支援する予定で、自社の商品はもちろんのこと、多治見のものづくり等の魅力を発信してもら

う。出展支援は毎年、どちらか一方の展示会への出展を支援する。 
※2「東京インターナショナルギフトショー」･･･日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際

見本市で、様々な商品ジャンルで、衣食住遊、全ての商材が勢揃いしている。年２回開催。 
 【2022年実績】 秋開催 来場者数：132,811人 
          春開催 来場者数：144,923人  

 
②②②② 見 ジ ス ッ見 ジ ス ッ商談会「多治見ビジネスマッチング」商談会「多治見ビジネスマッチング」におけるにおける 者 連者 連事業者の連携強化事業者の連携強化（（B to B の 援の 援目的の支援）目的の支援） 
当所単独で市内外の企業を集めて行う商談会を開催することは難しいため、多治見市が実施し

ている多治見ビジネスマッチング（年 1 回開催/当所後援）を活用し、市内外の事業者の連携促

進をはかる。小規模事業者だけでなく多様な事業者が参加するイベントで、当所としても市内の
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大手企業や企業誘致による誘致企業に積極的に参加を促し、小規模事業者と商工業者の連携を

促進させる。 
  ◇対象者 

事業計画を策定した小規模事業者（業種は問わない） 
◇内容 

従来は、チラシを利用して巡回、窓口相談時に小規模事業者へ事業への参加案内をする程度

に留まっていた。今後は、事業計画を策定し、新たな販路開拓・販売促進を目指す小規模事業

者を対象に、継続的な取引につながるように、「発注企業」としての積極的な参加を促し、商

談の進め方やバイヤーへのプレゼンテーション等も助言・指導をし、成約率の向上をはかる。 
併せて、商工業者全体の連携を促進するべく、多治見市内への誘致企業の参加勧奨および「発

注企業」の事業内容の情報提供を実施し、具体的な取引に結び付くような支援を予定する。 
 

※多治見ビジネスマッチング･･･「発注企業」と「受注企業」同士が決められた時間に商談を行

うもので、参加費無料、ブース装飾の手間がかからない手軽さと、事前に提案内容を把握した

うえで商談が行える即応性と、多治見市内は元より、岐阜県内の他市町村、愛知県から企業が

集まる広域性が特徴である。 
【2022年実績】発注企業約 100社、受注企業約 150社、商談数 382件 契約数 54件 

業務提携 18件 
 
③③IT 拓を活用した販路開拓（B to C 目 の目的の支援） 
小規模事業者は、一般に経営資源が脆弱であるために自力での販路開拓の活動に限界がある。

そのため、ITを活用した販路開拓が有効であるが、小規模事業者においては、ITを導入するた

めの知識、ノウハウが不足していることが多い。そこで、当所が ITを活用した販路開拓の方法

を助言、指導する。 
◇対象者 

セミナー参加者及び、事業計画を策定した小規模事業者（業種は問わない） 
◇内容 
IT を活用して新たな販路開拓を模索する小規模事業者に対し、売上につながる「売り場」と

してのホームページや EC サイト等の構築・運用支援を行う。また、Web マーケティングの

基礎、ホームページの作成、運用方法等などについて、IT セミナーの開催や専門家派遣を実

施し、新たな販路開拓の支援を行う。さらにホームページの解析手法等も取り入れ、解析結果

を活用し、ホームページ閲覧者が目的の情報にたどり着いているか等を検討し、購入または問

合せにつながるよう専門家を活用しながら、売上につながる支援を行う。飲食サービス業、小

売業に相性の良い、Instagram（インスタグラム）や LINE公式アカウント等の集客ツールと
して導入・活用支援を行い、新規顧客開拓やリピーター対策を実施し売上向上を目指す。 

 
④販 拡 の デ ア 略販路拡大のためのメディア戦略支援の実施（B to B の 援目的の支援） 
小規模事業者は、経営資源が脆弱であるために、インパクトのある情報発信があまりとれな

い。昨今、事業者のメディア戦略は非常に重要であり、メディアの活用は自社の商品やサービス

を知ってもらう上で有効なツールである。当所が経営資源の脆弱な小規模事業者の広報活動を

支援することで、小規模事業者の販路開拓につなげる。 
        ◇対象者 
   事業計画を策定した小規模事業者（業種は問わない） 
◇内容 

伴走型支援を通して、メディアを活用した情報発信が新たな需要の開拓につながると判断され

た場合、以下の媒体を活用して、当所が事業者の情報発信を支援する。広く情報発信できる媒

体から、地域密着型の媒体まで、事業者の業態に合わせて活用する。  
メディア種別 情報発信先 
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新聞 中日新聞、岐阜新聞、中部経済新聞、日本経済新聞、東濃新報

等 
テレビ（ケーブルテ

レビ含む） 
岐阜放送、おりべネットワーク（株） 

地域情報誌 おりべくらぶ（（株）中広） 
 
 
Ⅱ 経 業 円 な 上 たⅡ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 
９． び 直 を る．事業の評価及び見直しをするための仕 こ組みに関すること 
１１（１）現状と課題（１）現状と課題 
〔〔現状〕 
これまで多治見商工会議所が実施する事業は、立案～実施～報告の流れで実施していた。実行

した事業を見直し、次に活かす改善への取り組みが不足していた。事業を評価及び見直しをする

ためには、事業の実施方法について繰返し見直し、改善することが必要です。 
〔〔課題〕 

今後は、立案～実施～見直し～改善内容を踏まえた報告の流れで実施し、事業実施ごとにこの

サイクルで PDCA を回すことで、発達支援計画の実行効果を高める。事業を評価及び見直しす

るために、事業目標については数値目標を設定する。定量的な目標設定ができないまたは向かな

い内容については、具体的な目標を設定する。設定した目標については、職員全員で共有し事業

に取り組む。事業実施後、設定した目標とのギャップや課題について、客観的に分析を行い次の

事業へ活かす仕組みを構築する。 
 
（２２）事業内容 

年 1回、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行

い、PDCA サイクルにより見直しを行うと共に、結果については地域の小規模事業者が常に閲

覧出来るよう当所ホームページや会報誌にて公表する。 
 

①外部有識 に る 価者による評価 
外部有識者として多治見市、金融機関や中小企業診断士、岐阜県よろず支援拠点コーディネー

ター等の有識者による評価組織を立ち上げ、事務局として当所専務理事・事務局長・中小企業相

談所長を加え、年 1回、事業の実施状況・成果の評価について検証を行う。また、必要に応じて

見直し案の提示を行う。 
 

②②正副正副会会頭頭 議 よ 評 ・議 よ 評 ・会議による評価・見直し会議による評価・見直し 
事業の実施状況、上記の成果の評価や見直し案の提示について、当所の正副会頭会議に報告し

承認を受ける。 
 

③ 、 価 び 直事業の成果、評価及び見直し結果の公表 
地域の小規模事業者が常に閲覧出来るよう、事業の成果・評価・見直しの結果を年 1回、当所

のホームページや会報誌にて公表する。 
 
※事業評価委員会メンバーイメージ 

外

部 

多治見市産業観光課長 

外部専門家（中小企業診断士、税理士） 

東濃信用金庫とうしん地域活力研究所所長 
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岐阜県よろず支援拠点コーディネーター 

内

部 

専務理事 

事務局長 

相談所長 

経営指導員等経営発達支援事業担当者 

 
１００ 等 資 向 に と．経営指導員等の資質向上に関すること 
１（１）現状と課題 
〔〔〔〔現状現状〕〕 
当所では、経営指導員等の個々のレベルに差があり、小規模事業者に対する支援のばらつきが

ある。補助員、記帳指導員、一般職員全てが小規模事業者のため、ひいては商工業者のために業

務を行うべきであるが、意識統一ができていない。例えば記帳指導では、相談内容からより踏み

込んだバックオフィスの効率化やそれに伴う業務の IT化など、原産地証明事務においても、証

明書の発行をきっかけに業務内容を確認し、生産性向上に関わる支援など事業者の業務内容に

踏み込んだ支援を行うべきである。目的意識を統一し、一定レベルでの支援を行う必要がある。 
また、事業所から、人が変わることで途切れるのではなく、商工会議所という組織として継続

的な支援を求められている。当所ではカルテなどを活用し事業所情報の蓄積はしてきているも

のの、個人の経験による潜在的なノウハウについては共有化が未だ進んでいない。 
〔〔課題〕 
小規模事業者の高度化・多様化する支援ニーズに対応するため、全職員の基本姿勢（対話と傾

聴）の習得・向上をはかる必要がある。そのためには、事業者との対話・傾聴を通じた信頼関係

の構築と、本質的課題の掘り下げを行うことを全職員に意識づけ、実行していくことが支援力の

向上となり、高度化・多様化する支援ニーズに対応することに繋がる。意識づけによる意識改革

により小規模事業者に対する支援のノウハウや信頼関係を構築する傾聴力・理論的思考力・実行

力についてスキルアップを図る。 
これにより職員のパフォーマンス向上をはかり、安定した伴走支援の維持・拡充体制の構築が

可能となる。また、経営指導員等の支援事例や活用情報を職員間で共有することにより、職員の

退職や人事異動等によるマンパワーの低下を最小限に留め、小規模事業者に対する支援レベル

を常に一定の水準で維持する。 
 
２（２）実施内容 
①① み経営指導員のみなら 一 職らず一般職員も含めた支援能 上力向上 向の向上に向けた取組み 
ア．．各種 ナ ・セミナー・ 修研修 へ会への積極的参加（（全職職 が 象員が対象） 
当所の一般職員に経営支援に関するノウハウを身につけさせるため、また、経営指導員に

は、支援能力の一層の向上をはかるため、岐阜県商工会・商工会議所連合会の研修、日本商工

会議所や中小企業基盤整備機構等主催の研修、日本商工会議所主催する研修やセミナーに参加

し知識取得を行う。経営支援の場において事業者のあるべき姿を描き、仮説を立てたプランに

対し支援を行う力が重要で、一般職員にはその仮説の立て方を学んでもらい、経営指導員には

仮説の精度を高めるべく研鑚を積む。 
．イ． DX 向 た ー推進に向けたセミナー 
事業者の DX推進に向けて経営指導員及び一般職員の ITスキル向上をさせニーズに合った

相談及び指導を可能にするため、下記のような研修やセミナーについても計画的に参加する。 
・デジタル化支援（日本商工会議所の支援メニュー） 
 職員向けの ITスキル向上を目的としたセミナーを受講する。 
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・支援機関サポート（中小企業基盤整備機構の支援メニュー） 
 中小企業の DX化支援に関する研修を計画する。 
ウ．専門家 談 の相談への職員員の同同伴 
当所の経営指導員等は支援実績が浅い職員が多く、そのため専門的な相談内容は外部専門家

に任せるケース多く、支援スキルや専門的な知識が不足している。そのため、税務や労務、事

業承継など、専門家を活用して支援に入る場合には、経営指導員等も同伴し、専門家が対話・

傾聴を通じて、事業者と関係構築する方法を OJTにより身に着け、身に着けた支援スキルや

知識をその後の支援に活かすことを繰り返し実施する。 
それにより、同じような案件が起こった際に、経営指導員等の段階で相談に乗ることがで

き、専門家へ相談をする際にも円滑に相談内容を伝えることができる。 
 

②②個人に帰属 がしがちな 援な支援 ウノウハウを組織内で共有 るする仕組組み 
ア．支援情報共共有会 に る会議による職員への支援ノ ハノウハウのの 有共有 導 等 対 ）（経営指導員等が対象） 
毎月 1回、年 12回「支援情報共有会議」を経営指導員等で開催し、相談を受けた小規模事

業者の概要や相談内容、経営指導員等が洗い出した課題や解決策などをブレーンストーミング

形式等で行い、職員間で情報を共有し課題解決への対応を議論する。その際、各経営指導員等

に不足している支援能力について、その支援能力を有している経営指導員等による OJT教育

を行うことで経営指導員等の資質向上を図る。 
イイ．．支援支援 ハ 蓄ハ 蓄ノウハウ蓄積ノウハウ蓄積の めの めのための経営支援事のための経営支援事例例例例 デ タ ーデ タ ーのデータベース化（全のデータベース化（全職職 象象員が対象）員が対象） 
担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業

者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定レベル以上

の対応ができるようにする。また、経営発達支援事業で取り組む分析結果等は、グループウェ

アを活用することにより、データで管理し閲覧可能な状況にする。さらに、情報共有、経営ス

キーム、分析データなど個人に蓄積しがちな支援ノウハウ、経営状況の分析結果、成功事例な

どを組織の資産として活用する。 
年 1 回、経営指導員等が行った支援実績・支援事例を取りまとめて報告書を作成・公表す

る。実績・事例を公表することにより、商工会議所サービスの見える化、現場力の向上、職員

の意識高揚が期待される。 
ウ．．属人化 避回避 た の 期のための定期的なジョブ ーローテーー ョション 

職場にある業務の属人化回避などを目的に 3～5年を目途にジョブローテーションを実施す

る。経営指導員等の成長をバックアップしつつ、所内事業を横断的に理解した人材に育てるこ

とで、組織としてのレベルアップを図る。 
 
１１１．他の支援機関 の 携関との連携を通通じた支援ノウハウ等の情情 交報交換に関すること（任任意）） 
１１（１）現状と課題（１）現状と課題 
〔〔現状〕 
地域の小規模事業者への支援内容は複雑で高度になっており、商工会議所単独の支援による課

題解決は困難になりつつある。現在当所では、外部専門家として、中小企業 119や岐阜県エキス

パートバンクによる専門家派遣制度に加え、岐阜県よろず支援拠点を活用した専門家支援制度

を用い、個者支援を行っている。専門家と当所で個別連携は行うものの支援ノウハウ等の情報共

有に関する体制化はとられていない。 
〔〔課題〕 

今後は、各支援機関や金融機関等と連携を強化することで支援ノウハウを共有し、当所の経営

指導員の資質向上に役立てる。情報交換にて得た支援策や施策情報等については、経営指導員に

よる地域の事業者に対する支援に活用する。 
 
２（２）事業内容 
①①①①岐阜県岐阜県よよろずろず支支支援支援拠拠拠点拠点と 連と 連との連との連絡絡会議会議 
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岐阜県よろず支援拠点「たじみビジネス相談窓口」のコーディネーターと連携を強化し、事業

者の販路開拓等を伴う支援をするため、連絡会議を開催する。岐阜県よろず支援拠点は、地域の

事業者の相談窓口として地盤を築いており、当地域の情報を多く持ち合わせており、税務・労務・

Webなどの専門家が所属しているため幅広い支援実績とノウハウを持っている。 
実施回数 年 4回 
連携の相手先 岐阜県よろず支援拠点コーディネーター 
当所からの参加者 経営指導員 
目 的 連携相手先の豊富な支援実績とノウハウを共有し事業者の持続的発展を

支援する。 
方 法 ◇経営分析実施者、事業計画策定者の事例を用い、経営課題を検証し、

解決の方策を検討する。 
◇業種や企業規模等の属性ごとにモデル支援例等の作成をし、支援方法

の標準化をする。 
◇全国的に見て、先進的な支援事例の共有をし、分析方法、事業計画の

策定方法等を検証する。 
◇ITを活用した販路開拓支援事例を共有し、事業者の IT支援に活かす。 

 
②②金融機関連絡会会議 

金融機関は、事業者の資金ニーズの把握に長け、創業や事業承継など資金需要からの相談案件

を多く抱えており、支援施策情報や支援ノウハウ、事業内容の良し悪しの判断方法等を共有する

ため金融機関連絡会議を開催する。各機関が課題解決の事例等について情報を共有することで、

総合的な支援体制を構築し、効率的かつ効果的に小規模事業者の支援に取り組む。 
実施回数 年 1回 
連携の相手先 ◇十六銀行多治見支店 

◇東濃信用金庫とうしん地域活力研究所 
◇大垣共立銀行 多治見支店 
◇名古屋銀行 多治見支店 
◇岐阜信用金庫 多治見支店 
◇愛知銀行 多治見支店 
◇岐阜県信用保証協会 
◇日本政策金融公庫多治見支店国民生活事業 

当所からの参加者 経営指導員 
目 的 連携相手先の金融面から事業者の経営を下支えしてきた豊富な実績と

様々な事業情報を共有し事業者の持続的発展を支援する。 
方 法 ◇連携の相手先が実施するサービス等の情報交換を行い、経営分析、事

業計画策定者の支援に生かす。  
◇小規模事業者支援に関する支援方針についての情報交換を行う。 
◇事例検討を行うなど、有機的な連携を促進し、金融機関側の新たなサ

ービスの提供や当所との新たな連携方法等のアイデアを収集する。 
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Ⅲ 地 化 資 るⅢ 地 化 資 るⅢ．地域経済の活性化に資する取組Ⅲ．地域経済の活性化に資する取組 

 
１２２．地域経済の活 化 資 る活性化に資する取組に関すること（ 意任意） 

 
１１（１）現状と課題（１）現状と課題 
〔〔現状〕 

今般、多治見市の発展を支えてきた陶磁器産業が活力を失いつつある。それに連動するように

中心市街地の商店街においても、高齢化や後継者問題等の影響により空き店舗が増加し活気が

なくなっている。市や業界団体等を中心に、市内各地でイベントを定期的に実施し、地域経済の

活性化を試みているが、一時的な集客に留まっており、継続的な交流人口の増加には至っていな

い。 
〔〔課題〕 
当所では、地域経済の活性化のため、企業支援団体や金融機関等と連携して、新たな技術やア

イデアなどの開発に注力するなど、変革へ挑戦する企業の掘り起こしを行い、地域全体に挑戦意

欲を醸成させる必要があると考える。挑戦意欲を地域全体に浸透させることで地域活力の低下

を防ぐ。 
 
２２（２）事業内容（２）事業内容 
① ジ ス「多治見ビジネスイノノ ーベーション大賞 の 施」の実施 
多治見商工会議所（笠原町商工会共催）では、多治見市内の企業を対象に、独自の技術や斬新

的なアイデアを活かし、画期的な製品やサービスを生み出している地域の中小企業を顕彰する

ことで、地域の小規模事業者に新たな挑戦意欲を喚起し、地域経済の発展に寄与することを目的

に「多治見ビジネスイノベーション大賞」を実施する。 
連携組織 多治見商工会議所、笠原町商工会、地元金融機関、各協同組合、多治見市商

店街連合会 
実施方法 各機関から事業者を推薦し、審査を実施。 

選考委員会は、各支援機関、地元有識者等を委員に迎え、一次審査は書面で、

二次審査はプレゼンテーションによるオープン審査を実施し大賞を選出す

る。 
地域経済への効果 閉塞感が強まる地域産業の起爆剤として、オンリーワンの技術や特徴ある付

加価値経営に対し表彰を行い、地域の小規模事業者に新たな挑戦意欲を喚起

し、地域経済の発展に寄与すること。 
 

②②中心市中心市街街地地へ 出へ 出への出への出店店支支支援支援 
2019 年から実施している多治見市主催（当所共催）の多治見ビジネスプランコンテスト（年

1回開催）を活用し、中心市街地活性化に寄与する事業者の出店支援と、関係機関と連携促進を

はかる。コンテストに参加する事業者のビジネスプラン作成のサポート及び、その後の出店まで

支援を行う。 
※多治見ビジネスプランコンテスト･･･多治見の活性化を目的に、市内への出店・創業へのチャ

レンジを促進するためのコンテストで、2019年にスタートして以来、「TAJICON（タジコン）」

の名で認知度が年々向上している。近年では、東京など首都圏からの応募がありコンテストを

きっかけに多治見で事業を始めることを検討する方もいる。 
連携組織 多治見商工会議所・多治見 DMO・笠原商工会・東濃信用金庫・十六銀行・

日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会・多治見市 
対象者 中心市街地等に出店する事業者 
実施方法 一般応募から、審査を実施。審査選考は、市役所及び各支援機関にて実施し、

一次審査は書面で、二次審査はプレゼンテーションによるオープン審査を実
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施しブランプリを選出する。 
地域経済への効果 中心市街地の活性化に求められるニーズを出店事業者とビジネスプランの

作成を通じて共有することができ、その後の起業・創業支援まで行う。結果、

新たなサービス・商品を提供する店舗が増え地域の活性化の一端を担うこと

ができる。 
 

②② インインバババウバウンンンンド観光ド観光によるによる地域地域経済経済のののの 性性活性化活性化 
多治見市観光協会が行う外国人観光客に着目した情報発信、集客、受入れ環境の整備につい

て、2022 年度に「多治見市インバウンド推進プロジェクト事業」を立上げ、商工会議所も共に

事業に参画し、インバウンド需要の推進、拡大を図る。 
連携組織 多治見商工会議所・多治見市観光協会（多治見 DMO）・NTTビジネスソリ

ューションズ㈱・名古屋鉄道㈱・セラミックバレー協議会・合同会社 Piccolo・
東濃信用金庫・合同会社ミミル・美濃陶芸協会・多治見市モザイクタイルミ

ュージアム・幸兵衛窯・丸モ高木陶器・HO-CA 
対象者 外国人観光客 
実施方法 地域の体験観光×集客施設を掛け合わせ、新しい商品、サービスを提供する。 

・観光商品の開発、商品プロモーション 
・情報の収集と提供（発信） 

地域経済への効果 国が進める観光施策によって、訪日する外国人の増加が見込めるため、官民

でインバウンド需要に対して地元の観光資源を活用した商品開発、情報発信

を土台とした様々な取組を行い、さらに魅力ある観光施策を行うことでイン

バウンド需要の獲得が見込め、地域に訪れる外国人観光客の消費増加により

地域産業の活性にも繋がる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 
必要な資金の額 10,013 10,013 10,013 10,013 10,013 
 【内訳】 

1.経済動向調査 
 
2. 需要動向調査事業 
 
3.経営状況分析事業 
 
4.事業計画策定事業 
 
5.新たな需要開拓事業 
 
6.地域経済活性化事業 
 
7.支援力向上事業 

 
303 

 
250 

 
1,200 

 
1,660 

 
6,200 

 
200 

 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
303 

 
250 

 
1,200 

 
1,660 

 
6,200 

 
200 

 
200 

 
303 

 
250 

 
1,200 

 
1,660 

 
6,200 

 
200 

 
200 

 
303 

 
250 

 
1,200 

 
1,660 

 
6,200 

 
200 

 
200 

 
303 

 
250 

 
1,200 

 
1,660 

 
6,200 

 
200 

 
200 

（備考）必要な資金の額 については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

会費収入、岐阜県補助金、多治見市補助金、国補助金、参加負担金、事務受託費、事業収入 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 



 
 

（別表４） 

経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経 

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


